
 

 

大口町実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」

という。）第５９条第３号ロに規定する費用及び主食に要する費用の補助に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この要綱で用いる用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行令（平

成２６年政令第２１３号）の例による。 

（補助対象者及び補助対象費用） 

第３条 この補助金は、特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園又は認定こど

も園（以下「幼稚園等」という。）に在籍し、大口町に住所を有する満３歳以上

の施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者のうち、その属す

る世帯の所得の状況その他の事情を勘案して次のいずれかの基準に該当するもの

に対し副食代相当額を支給するものとする。 

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯

に属する者に係る市町村民税所得割合算額が７７，１０１円未満である者。こ

の場合において、市町村民税所得割合算額の算定は、当該年度の市町村民税所

得割課税額により算定した額とする。 

(2) 負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子どもが同一の世帯に３人

以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（その

うち最年長及び２番目の年長者である者を除く。）である者 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者に対し主食代相当額を支

給するものとする。 

(1) 幼稚園等に在籍し、大口町に住所を有する満３歳以上の施設等利用給付認定

子どもに係る施設等利用給付認定保護者 



 

 

(2) 特定教育・保育施設である幼稚園、認定こども園又は保育所（大口町内にあ

る保育所を除く。）に在園し、大口町に住所を有する満３歳以上教育・保育給

付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 

（補助金額） 

第４条 補助金の額は、次に掲げる補助金の種類ごとの金額を上限とし、幼稚園等

又は特定教育・保育施設である幼稚園、認定こども園若しくは保育所（以下「施

設等設置者」という。）に支払った額と比較していずれか少ない額とする。 

(1) 前条第１項の副食代 １人当たり月額４，５００円 

(2) 前条第２項の主食代 １人当たり月額６５０円 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金を受けようとする者は、実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付

申請書（様式第１）に、関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請に当たり、補助金の請求及び受領に係る権限を施設等設置者（以下

「代理請求者」という。）に委任することができる。 

（補助金の交付決定及び通知） 

第６条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と

認めるときは、補助金の交付を決定し、実費徴収に係る補足給付事業費補助金交

付決定通知書（様式第２）を、却下としたときは、実費徴収に係る補足給付事業

費補助金却下決定通知書（様式第３）により、申請者に通知するものとする。 

（補助金の変更交付） 

第７条 申請者は、交付決定を受けた後、申請した内容に変更が生じた場合は、実

費徴収に係る補足給付事業費補助金交付申請書（様式第１）により速やかに町長

に申請しなければならない。 

 （補助金の変更交付決定及び通知） 

第８条 町長は、前条に規定する申請があったときは、第６条に準じて交付の決定

及び通知をするものとする。 

（補助金の請求） 



 

 

第９条 申請者は、町長の定める期日までに実費徴収に係る補足給付事業費補助金

請求書（様式第４）を町長に提出しなければならない。 

２ 申請者から委任を受けた代理請求者は、町長の定める日までに実費徴収に係る

補足給付事業費補助金代理請求書（様式第５）を町長に提出しなければならない。 

３ 対象となる子どもが退園、転出等したときは、補助対象月分について随時請求

できるものとする。 

（補助金の交付） 

第１０条 町長は、前条の規定による請求書が提出されたときは、当該請求額の補

助金を交付するものとする。 

２ 代理請求者は、町から補助金の交付を受けたときは、速やかに申請者に対し補

助金を支給するものとする。 

３ 対象子どもの退園、転出等により請求があった場合には、補助該当月分につい

て随時交付するものとする。 

（支払の確認） 

第１１条 代理請求者が補助金の支給を行った場合は、申請者から補助金受領書

（様式第６）を徴収し、町長に提出しなければならない。 

（補助金の返還） 

第１２条 町長は、補助対象者が偽りその他不正な手段により補助を受けたときは、

その全部又は一部を返還させるものとする。 

（その他必要事項） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。 

附 則（令和元年９月３０日 大口町告示第１１６号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

（大口町幼稚園就園者給食費等助成金交付要綱の廃止） 

２ 大口町幼稚園就園者給食費等助成金交付要綱（平成２３年大口町告示第２４号。

以下「旧要綱」という。）は、廃止する。 



 

 

（旧要綱の廃止に伴う経過措置） 

３ この要綱の施行の日以後に行われる旧要綱の規定に基づく手続その他の事務に

ついては、なお旧要綱の規定の例による。 

附 則（令和３年３月３０日 大口町告示第５２号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 



 

様式第１（第５条、第７条関係） 

年度実費徴収に係る補足給付事業費補助金（変更）交付申請書 

年  月  日 

大口町長       様 

                  保護者氏名               

大口町が市町村民税の情報（同一世帯者含む）、世帯情報及び給食費の徴収状況を確認、

調査することについて同意し、以下のとおり申請します。 

保護者 
住 所  

連絡先  

子ども 
氏 名  施設名  

生年月日      年  月  日 学 年       歳児 

    年１月１日

の住所地 

□大口町内 

□大口町外（                          ） 

 

交付申請額 
        円 （    年  月分～    年  月分） 

 内訳 主食代：      円 副食代：       円 

対象月 主食代 副食代 対象月 主食代 副食代 対象月 主食代 副食代 

4 月 円 円 8 月 円 円 12 月 円 円 

5 月 円 円 9 月 円 円 1 月 円 円 

6 月 円 円 10 月 円 円 2 月 円 円 

7 月 円 円 11 月 円 円 3 月 円 円 

※実費徴収額と補助限度額（主食代：650 円、副食代：4,500 円）のうち、少ない額を記入してください。 

 

 委任欄 

 受任者 

施設等設置者の 

名称及び代表者名 

 

  私は、上記の者を受任者と定め、受任者が実費徴収に係る補足給付事業費補助 

 金の請求及び受領を行うことを委任します。 

              保護者氏名                  



 

【利用施設証明事項】 

 

１ 在園に関する事項 

園児氏名  

生年月日      年  月  日 

 

２ 給食費の徴収に関する事項 

 給食費 うち主食代 うち副食代 

４月 円 円 円 

５月 円 円 円 

６月 円 円 円 

７月 円 円 円 

８月 円 円 円 

９月 円 円 円 

１０月 円 円 円 

１１月 円 円 円 

１２月 円 円 円 

１月 円 円 円 

２月 円 円 円 

３月 円 円 円 

合計 円 円 円 

 

 大口町実費徴収に係る補足給付事業費補助金の申請に当たり、上記のとおり証明

します。 

 大口町長      様 

年  月  日 

施設名                  

 

代表者名               ㊞ 

 



 

様式第２（第６条、第８条関係） 

 

年度実費徴収に係る補足給付事業費補助金（変更）交付決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

            様 

大口町長          □印  

 

 先に申請のありましたこのことについて、下記のとおり決定します。 

 

記 

 

補助金交付決定額 円 

内訳 
主 食 代 円 

副 食 代 円 

既 交 付 決 定 額 円 

増 （ 減 ） 額 円 

 

 

１ 本経費が目的外に使用されたとき及び残額を生じたときは返納されるもの

とする。 

 

 



 

様式第３（第６条、第８条関係） 

 

年度実費徴収に係る補足給付事業費補助金（変更）却下決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

            様 

 

大口町長          □印  

 

先に申請のありましたこのことについて、下記の理由により却下します。 

 

記 

 

却下理由 

 

 

 

 

 



 

様式第４（第９条関係） 

 

請  求  書 

 

年  月  日 

 大口町長      様 

 

                保護者 住 所  

氏 名              

 

 

金           円 

 

（ただし、    年度大口町実費徴収に係る補足給付事業費補助金として） 

 

 

振込先 

金融機関名  支店名  

預金種別  口座番号  

口座名義人 

（カタカナ） 
 

※ 振込先は、補助金申請者（保護者）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第５（第９条関係） 

 

代 理 請 求 書 

 

年  月  日 

 大口町長      様 

 

              代理請求者 住 所 

 

氏 名              

 

 

金           円 

 

（ただし、    年度大口町実費徴収に係る補足給付事業費補助金として） 

 

 

振込先 

金融機関名  支店名  

預金種別  口座番号  

口座名義人 

（カタカナ） 
 

債権者コード  

  ※ 添付書類 補助金受給対象園児明細書 

 

 

 

 

 



 

様式第６（第１１条関係） 

 

受 領 書 

                            

                         年  月  日 

 

            様 

 

保護者 住所                 

 

氏名                 

 

 園児       に係る大口町実費徴収に係る補足給付事業費補助金について、 

金       円受領いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


